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みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期（築館工区）事業レポート

本事業レポートは，地域住民の皆様へ「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期区間（築館工区）事業」に関する最新の情報を定期的
にお伝えするものです。

用地については約8割の
ご協力をいただきました！

宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班
〒987‐2251 宮城県栗原市築館藤木5‐1 栗原合同庁舎3階
電話： 0228‐22‐2189 E‐mail： nh‐khdbkd@pref.miyagi.jp

お問い合わせはこちらまで

今回の台風18号により被災された方々に
心よりお見舞い申し上げます。

当事務所では今回被災した施設の1日も早
い復旧を図るとともに「みやぎ県北高速幹
線道路」の早期完成供用など、栗原地域の
安心・安全に向けて鋭意取り組んでまいり
ます。

当事業区間においても（２）区間では工
事現場が約１ｍ冠水し、地盤改良機械が浸
水被害を受け修理のため10日間休工しまし
たが、現在は工事を再開し、全体の約20％
の地盤改良を終えました。

（１）区間では３つ
の函渠（第２号、第3
号、第５号）の設置工
事が完了し、引き続き
擁壁工や盛土工を行っ
ています。

工事進捗状況

①写真 （２）区間の浸水状況

②写真 函渠の設置状況

はじめに

本工区では（1）（2）区間の工事を進めると共に、
残りの区間についても地域住民の皆さまから用地の協力
をいただいてきたところであり、現在、全体面積の約8
割の用地のご協力をいただきました。引き続き事業推進
に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいた
します。

③写真 函渠の設置状況
及び盛土工の様子

第2号函渠
第3号函渠

第5号函渠


